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船舶事故調査報告書 

 

令和５年４月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年６月４日 ０７時００分ごろ～０９時００分ごろの

間） 

発生場所 不明（三重県南伊勢町礫
さざら

浦
うら

漁港東方沖） 

事故の概要  漁船鹿島
か し ま

丸は、操業中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和４年６月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 鹿島丸、１.４８トン 

 ＭＥ３－４６６８８（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.６８ｍ（Lr）×１.５８ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１０、昭和５５年９月２日 

 乗組員等に関する情報 船長 ８１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年９月１２日 

  免許証交付日 平成３０年２月１９日 

         （令和５年６月３０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１７℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、たこ籠漁の目的で、礫浦漁港東方

沖の漁場に向け、令和４年６月４日０６時５０分ごろ同漁港を出港し

たことを船長の家族によって目撃された。 

 僚船の船長（以下「僚船船長Ａ」という。）は、礫浦漁港に帰航

中、０９時００分ごろ逢
お

瀬
せ

ノ鼻の干出岩付近で本船を発見し、漁場と

は違う海域であるので、不審に思い、旋回して本船に向かった。 

 僚船船長Ａは、本船が無人の状態であったので、船長が干出岩付近

に避難しているのではないかと思い、何度も、その周辺に向かって声

を掛けたものの、返事がなかった。 

 僚船船長Ａは、付近にいた僚船の船長（以下「僚船船長Ｂ」とい
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う。）に本船が無人であり、船長が見当たらないことを伝え、付近の

養殖筏
いかだ

で作業をしていた作業員に本事故が発生したことを伝え、所

属の漁業協同組合（以下「漁協」という。）に連絡するよう依頼した

のち、僚船船長Ｂと共に付近海域の捜索を開始した。 

 漁協の担当者は、０９時３０分ごろ本事故の発生を受け、漁協に所

属する組合員に捜索の協力を要請したのち、１０時０６分ごろ１１８

番通報した。 

 本船は、僚船によって礫浦漁港にえい
．．

航された。 

 船長は、巡視船、僚船等によって捜索されたが、発見されず、その

後、８日０５時２６分ごろ南伊勢町五ケ所港南南西方沖の海域で、う

つ伏せの状態で浮かんでいるところを漁船の船長によって発見され

た。 

 漁船の船長は、１１８番通報したのち、船長を見失わないように海

上保安庁が来援するまで、船長を監視した。 

 船長は、０７時２６分ごろ来援した巡視艇に救助され、三重県志摩

市所在の病院に搬送されたものの、死亡が確認され、溺死と検案され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1)  本船の状況など 

本船は、発見当時、主機が中立運転の状態で、他船と衝突した

痕跡が認められなかった。 

前部甲板は、予備の漁具として左舷側にたこ
．．

籠が置かれ、右舷

側に旗、ボンデン、綱等が置かれていた。 

救命胴衣は、発見当時、船尾部の倉庫内に保管されていた。 

魚倉内には、たこ等の漁獲物は入っていなかった。 

本船の前部甲板から舷側の上端までの高さは、約３０cm であっ

た。（写真１、２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の船首部（海上保安庁提供） 

 

 

 

 

魚倉 
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写真２ 本船の船尾部（海上保安庁提供） 

 

(2)  本船のたこ籠漁 

 地元の漁師は、主機を中立運転にして、甲板から旗を付けたボ

ンデン及び綱につなげたたこ
．．

籠を海中から揚収して餌の交換をし

たのち、たこ籠を海中に投入していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ たこ籠漁の状況（イメージ） 

 

 本船は、たこ籠を海中に約６～７個投入していた。 

 本船は、通常、礫浦漁港を出港したのち、約１０分後漁場に到

着してたこ籠漁を行い、帰港するまでの時間が、約２時間であっ

た。 

(3)  船長の状況など 

 船長は、たこ籠漁の経験が約２年であり、ふだん、救命胴衣を

着用して同漁を行っていたが、発見当時、救命胴衣を着用してい

なかった。 

 船長は、出港時、ヤッケ、胴長及びゴム長靴を着用しており、

発見された際、ヤッケ及びゴム長靴はなかった。 

 船長は、ふだんから、携帯電話を持ってたこ
．．

籠漁に出ることが

なかった。 

(4)  漁協の指導 

  漁協の担当者は、漁場の振り分けを行う集会において、救命胴

衣の着用を促す紙面を組合員に配布して救命胴衣を着用するよう

指導していた。 

(5)  その他 

 船長の家族は、操業中、船長が綱に足を取られて体勢を崩し、

倉庫 
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落水したのではないかと本事故後に思った。 

(6)   落水事故の発生状況等 

 運輸安全委員会事務局横浜事務所の管内で平成２４年から令和

３年までに発生し、報告書が公表された小型漁船（総トン数２０

トン未満の漁船）の死亡、行方不明者を伴う落水事故（衝突等に

よる落水は除く。）（以下「類似事故」という。）は５２件で、落水

した者が救命胴衣を着用していなかった事故（以下「救命胴衣未

着用類似事故」という。）は３５件（約６７％）、着用していた事

故は９件（約１７％）で、着用の有無が判明しなかった事故が８

件（約１５％）であった。 

 一人乗り漁船の類似事故は４１件で、全体の約７９％を占めて

おり、救命胴衣未着用類似事故は２６件であった。 

 救命胴衣の着用義務化は、平成３０年２月１日以降、原則、全

ての小型船舶に適用され、一人乗り漁船については、暴露甲板上

での着用が、それ以前から義務化されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 船長は、溺死した。 

 船長は、本船が礫浦漁港東方沖の漁場において、甲板でたこ
．．

籠の操

業中、落水して溺死したものと考えられる。 

 船長は、６月４日０７時００分ごろ礫浦漁港東方沖の漁場に到着し

たのち、０９時００分ごろ本船が主機を中立運転として無人の状態で

発見されたことから、この間において落水したものと考えられる。 

 船長は、たこ籠漁の操業中、綱に足を取られるなど体勢を崩して落

水した可能性があると考えられるが、船長が本事故で死亡しており、

また、落水時の目撃者もおらず、落水に至った状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

 小型船に乗る者は、類似事故の約７割を救命胴衣未着用類似事故が

占めていることから、同種事故の再発防止を図る目的で救命胴衣の着

用を徹底する必要があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が礫浦漁港東方沖の漁場において、船長が、甲板で

たこ
．．

籠漁の操業中、海中に落水して溺水したことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・漁船の乗組員は、甲板上では、救命胴衣を着用すること。 

・漁船の乗組員、特に一人乗り漁船の乗組員は、出漁する場合には

防水パック等に入れた携帯電話を所持すること。 
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・関係機関、漁業協同組合等の関係者は、救命胴衣着用の徹底及び

防水パック等に入れた携帯電話の所持について、漁業者への啓

発、指導をより一層実施すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

三重県 

南伊勢町 

船長が発見された場所 

（令和４年６月８日 ０５時２６分ごろ） 

船長が救助された場所 

（令和４年６月８日 ０７時２６分ごろ） 
本船が発見された場所 

（令和４年６月４日 ０９時００分ごろ） 

礫浦漁港 
漁場 

逢瀬ノ鼻 

五
ケ
所
港 


